
教 安 第 １ ０ ９ ７ 号 
令和３年１２月１日 

 
 各教育事務所長 様 

 

                        教育振興部学校安全保健課長 
 

 

認定こども園、幼稚園、保育所、小学校等における 

危機管理（不審者侵入時の対応）の徹底について（通知） 

 

過日、宮城県登米市の認定こども園において、刃物を持った男が敷地内に侵入

するという事案が発生しました。 

このことについて、令和３年１１月２９日付けで、文部科学省総合教育政策局男女

共同参画共生社会学習・安全課等から、別添写しのとおり連絡がありました。 

当該認定こども園においては、園の危機管理マニュアルに基づき、不審者発見

後、園庭にいた子どもを屋内に速やかに避難させるなどの対応を行い、園児及び

職員に怪我などはなかったとのことであり、さらに、不審者を想定した訓練も 

実施されていたとの報告を受けております。 

つきましては、貴域内市町村教育委員会に周知するとともに、各学校等におい

て、別添１を踏まえつつ、下記のとおり危機管理（不審者侵入時の対応）が徹底

されるよう御指導願います。 
 

記 

 

① 各学校等の危機管理（不審者侵入時の対応）については、法令や各府省が  

定めるガイドライン等において示されている、必要な対応や留意すべきポイン

ト等を参考にすること。（別添１参照） 

 

② 不審者の侵入等緊急時の対応マニュアルを整備するとともに、実践的な  

訓練、研修の充実等を通じて、全教職員等が、不審者を発見したときの情報伝

達や緊急時の役割分担、指示の流れや避難経路・避難場所等について、共通理

解を図ること。 

 

③ 門、囲障（塀やフェンス等）、外灯、窓、出入口、避難口、鍵等の状況、警

報装置や監視システム、通報機器等の作動、不審者侵入防止用の設備の状況等

を点検・確認すること。（別添２参照）。 

 

 

 



④ 様々な場面や時間帯を想定した実践的な避難訓練を行うとともに、発達の 

実情に応じて、基本的な対処の方法を確実に伝えるなど、子どもが緊急時の 

対処の仕方を身につけられるよう取り組むことが必要であること。 

 

⑤ 緊急時に備えた連絡体制や協力体制を保護者や、消防、警察などの関係機関

との間で整えておくとともに、地域とのコミュニケーションを積極的にとり、

あらかじめ緊急時の協力や援助を依頼しておくこと。 

 

 

＜参照＞ 

 ※別添１と併せて、以下の資料についても参照してください。 

 

「学校安全の手引」 

第３章・第３節 防犯に関する安全管理（P１５３～） 

     第５節 事故等の発生に備えた安全管理（P１６２～） 

第９節 幼稚園等、特別支援学校等における主な留意点（P２０７～） 

  参考資料    １ 学校安全計画例（P１） 

          ３ 危機管理マニュアル例（P２） 

 

                                                
 

担当 
                                               教育庁教育振興部 

学校安全保健課  安全室 
指導主事  田中 福太郎 

                          TEL 043-223-4091 



教 安 第 １ ０ ９ ７ 号 
令和３年１２月１日 

 
 各県立特別支援学校長 様 

 

                        教育振興部学校安全保健課長 
 

 

認定こども園、幼稚園、保育所、小学校等における 

危機管理（不審者侵入時の対応）の徹底について（通知） 

 

過日、宮城県登米市の認定こども園において、刃物を持った男が敷地内に侵入

するという事案が発生しました。 

このことについて、令和３年１１月２９日付けで、文部科学省総合教育政策局男女

共同参画共生社会学習・安全課等から、別添写しのとおり連絡がありました。 

当該認定こども園においては、園の危機管理マニュアルに基づき、不審者発見

後、園庭にいた子どもを屋内に速やかに避難させるなどの対応を行い、園児及び

職員に怪我などはなかったとのことであり、さらに、不審者を想定した訓練も 

実施されていたとの報告を受けております。 

つきましては、別添１を踏まえつつ、下記のとおり危機管理（不審者侵入時の

対応）を徹底することについて、貴校教職員等に周知徹底願います。 

なお、幼稚部・小学部の設置がない学校にも送付しておりますので、職員研修等で

活用願います。 
 

記 

 

① 各学校等の危機管理（不審者侵入時の対応）については、法令や各府省が  

定めるガイドライン等において示されている、必要な対応や留意すべきポイン

ト等を参考にすること。（別添１参照） 

 

② 不審者の侵入等緊急時の対応マニュアルを整備するとともに、実践的な  

訓練、研修の充実等を通じて、全教職員等が、不審者を発見したときの情報伝

達や緊急時の役割分担、指示の流れや避難経路・避難場所等について、共通理

解を図ること。 

 

③ 門、囲障（塀やフェンス等）、外灯、窓、出入口、避難口、鍵等の状況、警

報装置や監視システム、通報機器等の作動、不審者侵入防止用の設備の状況等

を点検・確認すること。（別添２参照）。 

 

 



④ 様々な場面や時間帯を想定した実践的な避難訓練を行うとともに、発達の 

実情に応じて、基本的な対処の方法を確実に伝えるなど、子どもが緊急時の 

対処の仕方を身につけられるよう取り組むことが必要であること。 

 

⑤ 緊急時に備えた連絡体制や協力体制を保護者や、消防、警察などの関係機関

との間で整えておくとともに、地域とのコミュニケーションを積極的にとり、

あらかじめ緊急時の協力や援助を依頼しておくこと。 

 

 

＜参照＞ 

 ※別添１と併せて、以下の資料についても参照してください。 

 

「学校安全の手引」 

第３章・第３節 防犯に関する安全管理（P１５３～） 

     第５節 事故等の発生に備えた安全管理（P１６２～） 

第９節 幼稚園等、特別支援学校等における主な留意点（P２０７～） 

  参考資料    １ 学校安全計画例（P１） 

          ３ 危機管理マニュアル例（P２） 

 

                                                
 

担当 
                                               教育庁教育振興部 

学校安全保健課  安全室 
指導主事  田中 福太郎 

                          TEL 043-223-4091 














